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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 被 写 体 を 撮 影 し て 得 ら れ た 放 射 線 画 像 を フ ィ ル ム に 出 力 す る 機 能 を 備 え た 医 用 画 像 シ ス
テ ム に お け る 画 像 出 力 制 御 方 法 で あ っ て 、
　 前 記 放 射 線 画 像 の サ イ ズ 、 前 記 放 射 線 画 像 の 読 影 向 き 及 び １ 枚 の フ ィ ル ム に 記 録 す る 前
記 放 射 線 画 像 の 駒 数 を 入 力 パ ラ メ ー タ と し て 、 予 め 定 め ら れ た 手 順 に 従 っ て 、 １ 駒 又 は 複
数 駒 の 前 記 放 射 線 画 像 を 記 録 す る 前 記 フ ィ ル ム の サ イ ズ 、 前 記 フ ィ ル ム の 向 き 及 び 複 数 駒
の 前 記 放 射 線 画 像 を 記 録 す る 場 合 に お け る 前 記 フ ィ ル ム の 分 割 方 向 を 自 動 的 に 設 定
　
　

　

　

　

　

こ と を
特 徴 と す る 画 像 出 力 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　

し 、
前 記 フ ィ ル ム サ イ ズ の 設 定 に 際 し て 、
１ 駒 の 前 記 放 射 線 画 像 又 は 配 列 さ れ た 複 数 駒 の 前 記 放 射 線 画 像 全 体 の 短 辺 （ ａ ） 及 び 長

辺 （ ｂ ） を 取 得 す る 第 １ の ス テ ッ プ と 、
プ リ ン タ に 装 填 さ れ て い る フ ィ ル ム の 内 、 最 小 サ イ ズ の フ ィ ル ム を 選 択 す る 第 ２ の ス テ

ッ プ と 、
選 択 さ れ た 前 記 フ ィ ル ム の 短 辺 （ ａ ’ ） 及 び 長 辺 （ ｂ ’ ） を 取 得 す る 第 ３ の ス テ ッ プ と

、
ａ と ａ ’ 、 ｂ と ｂ ’ と を 各 々 比 較 し 、 ａ ’ ≧ ａ 、 か つ 、 ｂ ’ ≧ ｂ の 関 係 を 満 足 す る か 否

か を 判 定 す る 第 ４ の ス テ ッ プ と 、
前 記 関 係 を 満 足 す る 場 合 は 前 記 選 択 さ れ た フ ィ ル ム を 前 記 １ 駒 又 は 複 数 駒 の 放 射 線 画 像

を 記 録 す る フ ィ ル ム と し て 特 定 し 、 前 記 関 係 を 満 足 し な い 場 合 は 次 に 大 き い サ イ ズ の フ ィ
ル ム を 選 択 し て 前 記 第 ３ の ス テ ッ プ 以 降 を 実 行 す る 第 ５ の ス テ ッ プ と 、 を 実 行 す る

前 記 放 射 線 画 像 が ２ 駒 の 場 合 は 、 該 ２ 駒 の 放 射 線 画 像 各 々 の 読 影 方 向 を 維 持 し な が ら 左
右 方 向 に 配 列 し た 場 合 と 上 下 方 向 に 配 列 し た 場 合 の 双 方 に 対 し て 、 前 記 フ ィ ル ム の 特 定 を



　
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項

記 載 の 画 像 出 力 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　
　

こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 記 載 の 画 像 出 力 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　

　

　

こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 記 載 の 画 像 出 力 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　

　
　

　
　

　

　
　

　

【 請 求 項 ６ 】
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行 い 、 特 定 さ れ た ２ つ の フ ィ ル ム の サ イ ズ が 異 な る 場 合 は 、 小 さ い サ イ ズ の フ ィ ル ム を 前
記 ２ 駒 の 放 射 線 画 像 を 記 録 す る フ ィ ル ム と し て 特 定 す る と 共 に 、 前 記 放 射 線 画 像 の 配 列 方
向 に 従 っ て 前 記 フ ィ ル ム の 分 割 方 向 を 設 定 し 、

前 記 放 射 線 画 像 が ４ 駒 の 場 合 は 、 該 ４ 駒 の 放 射 線 画 像 各 々 の 読 影 方 向 を 維 持 し な が ら ２
行 ２ 列 に 配 列 し た 画 像 全 体 に 対 し て 出 力 す る フ ィ ル ム を 特 定 す る
１

前 記 フ ィ ル ム の 向 き の 設 定 に 際 し 、
前 記 特 定 さ れ た フ ィ ル ム の 中 の １ 駒 の 前 記 放 射 線 画 像 が 記 録 さ れ る 領 域 の 縦 横 比 と 、 前

記 読 影 向 き に お け る 前 記 放 射 線 画 像 の 縦 横 比 と を 比 較 し 、 該 縦 横 比 の 差 を 用 い て フ ィ ル ム
の 向 き を 設 定 す る １ 又 は ２ に

前 記 放 射 線 画 像 が １ 駒 の 場 合 は 、 前 記 特 定 さ れ た フ ィ ル ム 全 体 の 縦 横 比 と 、 前 記 読 影 向
き に お け る 該 １ 駒 の 前 記 放 射 線 画 像 の 縦 横 比 と を 比 較 し て フ ィ ル ム の 向 き を 設 定 し 、

前 記 放 射 線 画 像 が ２ 駒 の 場 合 は 、 前 記 特 定 さ れ た フ ィ ル ム を 縦 向 き に し た 場 合 の １ ／ ２
の 領 域 の 縦 横 比 と 、 該 １ ／ ２ の 領 域 に 記 録 さ れ る 前 記 読 影 向 き に お け る １ 駒 の 前 記 放 射 線
画 像 の 縦 横 比 と を 比 較 す る と 共 に 、 前 記 特 定 さ れ た フ ィ ル ム を 横 向 き に し た 場 合 の １ ／ ２
の 領 域 の 縦 横 比 と 、 該 １ ／ ２ の 領 域 に 記 録 さ れ る 前 記 読 影 向 き に お け る １ 駒 の 前 記 放 射 線
画 像 の 縦 横 比 と を 比 較 し て 、 該 縦 横 比 の 差 の 合 計 が 少 な い 方 を フ ィ ル ム の 向 き と し て 設 定
し 、

前 記 放 射 線 画 像 が ４ 駒 の 場 合 は 、 前 記 特 定 さ れ た フ ィ ル ム を 縦 向 き に し た 場 合 の １ ／ ４
の 領 域 の 縦 横 比 と 、 該 １ ／ ４ の 領 域 に 記 録 さ れ る 前 記 読 影 向 き に お け る １ 駒 の 前 記 放 射 線
画 像 の 縦 横 比 と を 比 較 す る と 共 に 、 前 記 特 定 さ れ た フ ィ ル ム を 横 向 き に し た 場 合 の １ ／ ４
の 領 域 の 縦 横 比 と 、 該 １ ／ ４ の 領 域 に 記 録 さ れ る 前 記 読 影 向 き に お け る １ 駒 の 前 記 放 射 線
画 像 の 縦 横 比 と を 比 較 し て 、 縦 横 比 の 差 の 合 計 が 少 な い 方 を フ ィ ル ム の 向 き と し て 設 定 す
る ３

被 写 体 を 撮 影 し て 得 ら れ た 放 射 線 画 像 を フ ィ ル ム に 出 力 す る 機 能 を 備 え た 医 用 画 像 シ ス
テ ム で 動 作 さ せ る 画 像 出 力 制 御 プ ロ グ ラ ム で あ っ て 、

コ ン ピ ュ ー タ を 、
前 記 放 射 線 画 像 の サ イ ズ 、 前 記 放 射 線 画 像 の 読 影 向 き 及 び １ 枚 の フ ィ ル ム に 記 録 す る 前

記 放 射 線 画 像 の 駒 数 を 入 力 パ ラ メ ー タ と し て 、 予 め 定 め ら れ た 手 順 に 従 っ て 、 １ 駒 又 は 複
数 駒 の 前 記 放 射 線 画 像 を 記 録 す る 前 記 フ ィ ル ム の サ イ ズ 、 前 記 フ ィ ル ム の 向 き 及 び 複 数 駒
の 前 記 放 射 線 画 像 を 記 録 す る 場 合 に お け る 前 記 フ ィ ル ム の 分 割 方 向 を 自 動 的 に 設 定 す る 画
像 出 力 制 御 手 段 と し て 機 能 さ せ 、

前 記 画 像 出 力 制 御 手 段 は 、 前 記 フ ィ ル ム サ イ ズ の 設 定 に 際 し 、
１ 駒 の 前 記 放 射 線 画 像 又 は 配 列 さ れ た 複 数 駒 の 前 記 放 射 線 画 像 全 体 の 短 辺 （ ａ ） 及 び 長

辺 （ ｂ ） を 取 得 す る 第 １ の 処 理 と 、
プ リ ン タ に 装 填 さ れ て い る フ ィ ル ム の 内 、 最 小 サ イ ズ の フ ィ ル ム を 選 択 す る 第 ２ の 処 理

と 、
選 択 さ れ た 前 記 フ ィ ル ム の 短 辺 （ ａ ’ ） 及 び 長 辺 （ ｂ ’ ） を 取 得 す る 第 ３ の 処 理 と 、
ａ と ａ ’ 、 ｂ と ｂ ’ と を 各 々 比 較 し 、 ａ ’ ≧ ａ 、 か つ 、 ｂ ’ ≧ ｂ の 関 係 を 満 足 す る か 否

か を 判 定 す る 第 ４ の 処 理 と 、
前 記 関 係 を 満 足 す る 場 合 は 前 記 選 択 さ れ た フ ィ ル ム を 前 記 １ 駒 又 は 複 数 駒 の 放 射 線 画 像

を 記 録 す る フ ィ ル ム と し て 特 定 し 、 前 記 関 係 を 満 足 し な い 場 合 は 次 に 大 き い サ イ ズ の フ ィ
ル ム を 選 択 し て 前 記 第 ３ の 処 理 以 降 を 実 行 す る 第 ５ の 処 理 と を 実 行 す る こ と を 特 徴 と す る
画 像 出 力 制 御 プ ロ グ ラ ム 。

前 記 画 像 出 力 制 御 手 段 は 、
前 記 放 射 線 画 像 が ２ 駒 の 場 合 は 、 該 ２ 駒 の 放 射 線 画 像 各 々 の 読 影 方 向 を 維 持 し な が ら 左



　
こ と を 特 徴 と

す る 画 像 出 力 制 御 プ ロ グ ラ ム 。
【 請 求 項 ７ 】
　
　

こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 記 載 の 画 像 出 力 制 御 プ ロ
グ ラ ム 。
【 請 求 項 ８ 】
　
　

　

　

こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 記 載 の 画 像 出 力 制 御 プ ロ グ ラ ム 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ４ 】
　 上 記 目 的 を 達 成 す る た め 、 本 発 明 の 画 像 出 力 制 御 方 法 は 、 被 写 体 を 撮 影 し て 得 ら れ た 放
射 線 画 像 を フ ィ ル ム に 出 力 す る 機 能 を 備 え た 医 用 画 像 シ ス テ ム に お け る 画 像 出 力 制 御 方 法
で あ っ て 、 前 記 放 射 線 画 像 の サ イ ズ 、 前 記 放 射 線 画 像 の 読 影 向 き 及 び １ 枚 の フ ィ ル ム に 記
録 す る 前 記 放 射 線 画 像 の 駒 数 を 入 力 パ ラ メ ー タ と し て 、 予 め 定 め ら れ た 手 順 に 従 っ て 、 １
駒 又 は 複 数 駒 の 前 記 放 射 線 画 像 を 記 録 す る 前 記 フ ィ ル ム の サ イ ズ 、 前 記 フ ィ ル ム の 向 き 及
び 複 数 駒 の 前 記 放 射 線 画 像 を 記 録 す る 場 合 に お け る 前 記 フ ィ ル ム の 分 割 方 向 を 自 動 的 に 設
定

す る も の で あ る 。
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右 方 向 に 配 列 し た 場 合 と 上 下 方 向 に 配 列 し た 場 合 の 双 方 に 対 し て 、 前 記 フ ィ ル ム の 特 定 を
行 い 、 特 定 さ れ た ２ つ の フ ィ ル ム の サ イ ズ が 異 な る 場 合 は 、 小 さ い サ イ ズ の フ ィ ル ム を 前
記 ２ 駒 の 放 射 線 画 像 を 記 録 す る フ ィ ル ム と し て 特 定 す る と 共 に 、 前 記 放 射 線 画 像 の 配 列 方
向 に 従 っ て 前 記 フ ィ ル ム の 分 割 方 向 を 設 定 し 、

前 記 放 射 線 画 像 が ４ 駒 の 場 合 は 、 該 ４ 駒 の 放 射 線 画 像 各 々 の 読 影 方 向 を 維 持 し な が ら ２
行 ２ 列 に 配 列 し た 画 像 全 体 に 対 し て 出 力 す る フ ィ ル ム を 特 定 す る 制 御 を 行 う

請 求 項 ５ 記 載 の

前 記 画 像 出 力 制 御 手 段 は 、 前 記 フ ィ ル ム の 向 き の 設 定 に 際 し 、
前 記 特 定 さ れ た フ ィ ル ム の 中 の １ 駒 の 前 記 放 射 線 画 像 が 記 録 さ れ る 領 域 の 縦 横 比 と 、 前

記 読 影 向 き に お け る 前 記 放 射 線 画 像 の 縦 横 比 と を 比 較 し 、 該 縦 横 比 の 差 を 用 い て フ ィ ル ム
の 向 き を 設 定 す る 制 御 を 行 う ５ 又 は ６ に

前 記 画 像 出 力 制 御 手 段 は 、
前 記 放 射 線 画 像 が １ 駒 の 場 合 は 、 前 記 特 定 さ れ た フ ィ ル ム 全 体 の 縦 横 比 と 、 前 記 読 影 向

き に お け る 該 １ 駒 の 前 記 放 射 線 画 像 の 縦 横 比 と を 比 較 し て フ ィ ル ム の 向 き を 設 定 し 、
前 記 放 射 線 画 像 が ２ 駒 の 場 合 は 、 前 記 特 定 さ れ た フ ィ ル ム を 縦 向 き に し た 場 合 の １ ／ ２

の 領 域 の 縦 横 比 と 、 該 １ ／ ２ の 領 域 に 記 録 さ れ る 前 記 読 影 向 き に お け る １ 駒 の 前 記 放 射 線
画 像 の 縦 横 比 と を 比 較 す る と 共 に 、 前 記 特 定 さ れ た フ ィ ル ム を 横 向 き に し た 場 合 の １ ／ ２
の 領 域 の 縦 横 比 と 、 該 １ ／ ２ の 領 域 に 記 録 さ れ る 前 記 読 影 向 き に お け る １ 駒 の 前 記 放 射 線
画 像 の 縦 横 比 と を 比 較 し て 、 該 縦 横 比 の 差 の 合 計 が 少 な い 方 を フ ィ ル ム の 向 き と し て 設 定
し 、

前 記 放 射 線 画 像 が ４ 駒 の 場 合 は 、 前 記 特 定 さ れ た フ ィ ル ム を 縦 向 き に し た 場 合 の １ ／ ４
の 領 域 の 縦 横 比 と 、 該 １ ／ ４ の 領 域 に 記 録 さ れ る 前 記 読 影 向 き に お け る １ 駒 の 前 記 放 射 線
画 像 の 縦 横 比 と を 比 較 す る と 共 に 、 前 記 特 定 さ れ た フ ィ ル ム を 横 向 き に し た 場 合 の １ ／ ４
の 領 域 の 縦 横 比 と 、 該 １ ／ ４ の 領 域 に 記 録 さ れ る 前 記 読 影 向 き に お け る １ 駒 の 前 記 放 射 線
画 像 の 縦 横 比 と を 比 較 し て 、 縦 横 比 の 差 の 合 計 が 少 な い 方 を フ ィ ル ム の 向 き と し て 設 定 す
る 制 御 を 行 う ７

し 、 前 記 フ ィ ル ム サ イ ズ の 設 定 に 際 し て 、 １ 駒 の 前 記 放 射 線 画 像 又 は 配 列 さ れ た 複 数 駒
の 前 記 放 射 線 画 像 全 体 の 短 辺 （ ａ ） 及 び 長 辺 （ ｂ ） を 取 得 す る 第 １ の ス テ ッ プ と 、 プ リ ン
タ に 装 填 さ れ て い る フ ィ ル ム の 内 、 最 小 サ イ ズ の フ ィ ル ム を 選 択 す る 第 ２ の ス テ ッ プ と 、
選 択 さ れ た 前 記 フ ィ ル ム の 短 辺 （ ａ ’ ） 及 び 長 辺 （ ｂ ’ ） を 取 得 す る 第 ３ の ス テ ッ プ と 、
ａ と ａ ’ 、 ｂ と ｂ ’ と を 各 々 比 較 し 、 ａ ’ ≧ ａ 、 か つ 、 ｂ ’ ≧ ｂ の 関 係 を 満 足 す る か 否 か
を 判 定 す る 第 ４ の ス テ ッ プ と 、 前 記 関 係 を 満 足 す る 場 合 は 前 記 選 択 さ れ た フ ィ ル ム を 前 記
１ 駒 又 は 複 数 駒 の 放 射 線 画 像 を 記 録 す る フ ィ ル ム と し て 特 定 し 、 前 記 関 係 を 満 足 し な い 場
合 は 次 に 大 き い サ イ ズ の フ ィ ル ム を 選 択 し て 前 記 第 ３ の ス テ ッ プ 以 降 を 実 行 す る 第 ５ の ス
テ ッ プ と 、 を 実 行



【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ５ 】
　 本 発 明 に お い て は 、 前 記 放 射 線 画 像 が ２ 駒 の 場 合 は 、 該 ２ 駒 の 放 射 線 画 像 各 々 の 読 影 方
向 を 維 持 し な が ら 左 右 方 向 に 配 列 し た 場 合 と 上 下 方 向 に 配 列 し た 場 合 の 双 方 に 対 し て 、 前
記 フ ィ ル ム の 特 定 を 行 い 、 特 定 さ れ た ２ つ の フ ィ ル ム の サ イ ズ が 異 な る 場 合 は 、 小 さ い サ
イ ズ の フ ィ ル ム を 前 記 ２ 駒 の 放 射 線 画 像 を 記 録 す る フ ィ ル ム と し て 特 定 す る と 共 に 、 前 記
放 射 線 画 像 の 配 列 方 向 に 従 っ て 前 記 フ ィ ル ム の 分 割 方 向 を 設 定 し 、 前 記 放 射 線 画 像 が ４ 駒
の 場 合 は 、 該 ４ 駒 の 放 射 線 画 像 各 々 の 読 影 方 向 を 維 持 し な が ら ２ 行 ２ 列 に 配 列 し た 画 像 全
体 に 対 し て 出 力 す る フ ィ ル ム を 特 定 す る 構 成 と す る こ と が で き る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ７ 】
　 ま た 、 本 発 明 の プ ロ グ ラ ム は 、 被 写 体 を 撮 影 し て 得 ら れ た 放 射 線 画 像 を フ ィ ル ム に 出 力
す る 機 能 を 備 え た 医 用 画 像 シ ス テ ム で 動 作 さ せ る 画 像 出 力 制 御 プ ロ グ ラ ム で あ っ て 、 コ ン
ピ ュ ー タ を 、 前 記 放 射 線 画 像 の サ イ ズ 、 前 記 放 射 線 画 像 の 読 影 向 き 及 び １ 枚 の フ ィ ル ム に
記 録 す る 前 記 放 射 線 画 像 の 駒 数 を 入 力 パ ラ メ ー タ と し て 、 予 め 定 め ら れ た 手 順 に 従 っ て 、
１ 駒 又 は 複 数 駒 の 前 記 放 射 線 画 像 を 記 録 す る 前 記 フ ィ ル ム の サ イ ズ 、 前 記 フ ィ ル ム の 向 き
及 び 複 数 駒 の 前 記 放 射 線 画 像 を 記 録 す る 場 合 に お け る 前 記 フ ィ ル ム の 分 割 方 向 を 自 動 的 に
設 定 す る 画 像 出 力 制 御 手 段 と し て 機 能 さ せ

も の で あ る 。

(4) JP 2005-296091 A5 2007.5.10

、 前 記 画 像 出 力 制 御 手 段 は 、 前 記 フ ィ ル ム サ イ
ズ の 設 定 に 際 し 、 １ 駒 の 前 記 放 射 線 画 像 又 は 配 列 さ れ た 複 数 駒 の 前 記 放 射 線 画 像 全 体 の 短
辺 （ ａ ） 及 び 長 辺 （ ｂ ） を 取 得 す る 第 １ の 処 理 と 、 プ リ ン タ に 装 填 さ れ て い る フ ィ ル ム の
内 、 最 小 サ イ ズ の フ ィ ル ム を 選 択 す る 第 ２ の 処 理 と 、 選 択 さ れ た 前 記 フ ィ ル ム の 短 辺 （ ａ
’ ） 及 び 長 辺 （ ｂ ’ ） を 取 得 す る 第 ３ の 処 理 と 、 ａ と ａ ’ 、 ｂ と ｂ ’ と を 各 々 比 較 し 、 ａ
’ ≧ ａ 、 か つ 、 ｂ ’ ≧ ｂ の 関 係 を 満 足 す る か 否 か を 判 定 す る 第 ４ の 処 理 と 、 前 記 関 係 を 満
足 す る 場 合 は 前 記 選 択 さ れ た フ ィ ル ム を 前 記 １ 駒 又 は 複 数 駒 の 放 射 線 画 像 を 記 録 す る フ ィ
ル ム と し て 特 定 し 、 前 記 関 係 を 満 足 し な い 場 合 は 次 に 大 き い サ イ ズ の フ ィ ル ム を 選 択 し て
前 記 第 ３ の 処 理 以 降 を 実 行 す る 第 ５ の 処 理 と を 実 行 す る
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